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日 本 社 会 事 業 大 学
福祉のリーダーを養成する

　市と連携協定を結ぶ市内３大学を紹介する連載企画の初回（市報３月15日号）
は、各大学の概要を紹介しました。今回からそれぞれ独自の取り組みや市の関わ
りなどを紹介します。第1回目は、日本社会事業大学を取り上げます。
記事に関する問合せ　企画課企画調整担当☎042・497・1802

　日本社会事業大学は、以前から学生サークルによるボランティア活動が盛ん
でした。しかし、サークルはそれぞれ個々に活動していたため、実際どんなボ
ランティアをしているか入ってみないとわからなかったり、またボランティアを
したくてもどうしたらいいかわからない、という学生や新入生がいたそうです。
　そこで、昨年4月にボランティアセンターを設置し、コーディネーターによ
る支援がスタート。今年1月からは学生スタッフ組織「ワンステップ」が発足し、
学生による学生のためのボランティア支援を行っています。4月には、新入生

を対象にしたトークサロンを数日間開催し、
多くの学生が来場。ボランティアの内容を説
明する場を設けるなどサポート活動を行いま
した。スタッフの学生は「ボランティアを知
るいいきっかけになったと言われ、嬉しかっ
た」と語り、充実した表情を見せてくれまし
た。

私とボランティア
北藤さん　私がボランティアを行
うようになったのは単純に「楽し
い」と感じたからなんです。高校
のときにボランティアサークルに
入って活動したんですけど、すご
く楽しくて。もちろん喜んでもら
えるのもとても嬉しいけど、楽し
いって思えたんです。
古川さん　僕もそうです。「誰か
のため」とか「役に立っている」と
いうことよりも、最初は楽しいっ
て思えたのが大きくて。
清水さん　祖母や祖父が近くにい

たのもあったのか、小さいころか
ら人のお世話が好きで、高校で
JRCというボランティア部に入っ
たんです。そのなかでも高齢者支
援の分野に興味を持って。今は高
齢の方のおでかけ支援などもやっ
ています。
大須賀さん　小学生のころ、先生
の手伝いをすることが多くて、す
ごく感謝してもらったんです。そ
ういうのが嬉しくて。そして中学
の時に障害のある方と接すること
があって、そこでさらに福祉とい
うことに興味を持っていきました。

ボランティアセンター
学生スタッフとして

馳さん　トークサロンでは、自分
から「こういうのがしたい」って
いう人もいて、順番待ちも出たり、
今年の1年生は向上心が高いなっ
て思いました（笑）。
吉田さん　ボランティア活動につ
いてもそうですけど、ちょっとし
た悩みとかも相談できたという新

入生もいて、そういう面でも良か
ったと思います。

今後の夢と目標

古川さん　復興カフェ「Cocoa」と
いう活動をしていて、今は学内だ
けでやってるんですが、例えば市
民まつりに出店して、被災地の支
援と清瀬に貢献できたらいいなっ
て思います。
馳さん　清瀬とのつながりでは、
学習支援と子ども食堂のお手伝い
をさせていただいています。
大須賀さん　自分も子ども食堂の
お手伝いをさせてもらっていま
す。課題もありますけど、清瀬は
ボランティアがすごくしやすい環
境だと感じます。
吉田さん　ボランティアできる環
境が多いですよね。自分の地元で
はやりたくてもなかなかできませ
んでした。
清水さん　お 出 か け の 支 援

「H
ハ イ

i-H
ホ ー

o!」や演劇「学生児童劇団ピ
ッポ」などをやらせてもらってま

すが、やっぱ
り思うように
人が集まらな
かったりもあ
る ん で す よ
ね。それでも、
続 け て い っ
て、活動をつ
なげたいです
よね。
大須賀さん　
僕達が培った

ものを継承して、ボランティアセ
ンターがボランティアを支えるよ
うになればいいですよね。
北藤さん　ボランティアは横と縦
のつながりが大事だと思ってい
て、横は学生同士や他大学とのつ
ながりで、縦は小・中学生に楽し
くボランティアをしているところ
を見せて自分もやりたいって思っ
てもらえたらいいなって。そうい
う活動を、みんなに頑張ってもら
いたいですね。

“ き っ か け ” を 作 っ て つ な げ る
学生による学生のためのボランティアセンター

Voices
学生の声

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 一 コ マ

私と
ボランティアと
清瀬

ボランティアセンター学生スタッフの皆さん。それぞれ異なるサークルに所属しなが
ら、ボランティアセンターのスタッフとして日々活躍しています。この他にもスタッ
フがおり、連携して学生ボランティアの活動を支援しています。

4月4日のトークサロンの様子。新入生や
活動内容を詳しく聞く学生などで、会場は
大いに盛り上がりました。

吉田岳弘さん
馳天心さん 大須賀史紀さん

北藤遥香さん

清水克樹さん
古川篤史さん

中心的な存在の北藤さ
ん。4年生の彼女は今
後もボランティアは続
けていくと言っていま
した。

自分のボ
ランティ
ア経験に
ついて、
皆さん真
剣に語っ
てくれま
した。

ボランティアが楽しいって思えた

復興支援カフ
ェ「Cocoa」。
被災地の商店
から品物を預
かり、学内で
販売する活動
を行っていま
す。

人形劇を行う「児童文化部」。トラ
ブルもまた楽しいと、北藤さんは話
します。

お出かけ支援の「Hi-Ho!」。支援さ
れる方と一緒に考えて、お出かけ
する場所も決めます。

Photos

日本の医療・
福祉を担う
市内３大学と
ともに 連載企画

Tips

（北藤さん）

「 社 大 祭 」今 年 も 開 催！
 10月27日㈯・28日㈰の2日
間の日程で「社大祭」を開催
します。
　学生だけでなく、ご来場さ
れた方々と一体となれる社大
祭を目指して、準備を進めて
います。ご来場を心よりお待
ちしております。

これからマイナンバーカードを申請する方へ 　マイナンバーカードは、1枚でマイナンバーの証明と本人確
認が同時にできる唯一のカードです。ぜひご利用ください。
問合せ　市民課住民係☎042・497・20３7

※�交付期限を過ぎたカードは廃棄処分いたします。カード受領の目安期間になって
も通知などが届かない場合、市民課までお問い合わせください。
※J-LIS（地方公共団体情報システム機構）＝地方公共団体が共同で運営する組織。
　市区町村の委託を受けてマイナンバーカードを作成する。

※申請からカード受
領まで1か月程度か
かります。

※申請からカード受
領まで4～5週間程
度かかります。

◆申請時来庁方式◆交付時来庁方式
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◆交付時来庁方式・・・

◆申請時来庁方式・・・

① 申請者が郵送、スマートフォンやパソコン、まちなかの専用証明用写真
機（有料）のいずれかでJ-LISへマイナンバーカードの交付を申請します

（各申請手順についてはマイナンバーカード総合サイト    https://www.
kojinbango-card.go.jp/をご確認ください。交付申請書がお手元にない
場合や、申請書に記載された氏名・住所などを変更した場合は市民課へ
お問い合わせください）。

② J-LISで作成されたマイナンバーカードが市役所へ送られます。
③ 市民課から、申請者あてに「交付通知書（はがき）」が届きます。
④ 「交付通知書（はがき）」に記載されている交付期限までに、必要書類な

ど（下記参照）を持参し、市役所1階交付受付室でマイナンバーカード
を受け取ってください（交付時に暗証番号を設定していただきます）。
●必要書類など　交付通知書（はがき）、通知カード（回収します）、本人
確認書類（運転免許証・パスポートなど）、住民基本台帳カード（お持ちの
方のみ・回収します）、印鑑

① 必要書類など（右記参照）を持参し、市役所1階市民課窓口で申
請を行います（カードの暗証番号を決めていただきます）。

② 市役所からJ-LISへ申請書を送付します。
③ J-LISで作成されたマイナンバーカードが市役所へ送られます。
④ 市役所で交付（暗証番号の設定）処理を行い、申請者あてに本人

限定受取（特例型）郵便でマイナンバーカードを送付します。

交 付 申 請
（郵送など）

申請書及び本人
確認書類などを
提出

申請書
を送付

①

①

②

③

④

○�交付に必要な本人確認書類などに不足がある場合、交付できません（再度来庁とな
ります）。
○�申請者が 15 歳未満または成年被後見人の場合、本人と一緒に法定代理人が同行し
てください（法定代理人も本人確認書類を持参）。
○�本人が病気、身体の障害などのやむを得ない理由で、市役所への来庁が難しい場合
に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。代理人交付の場合、必要書類
が通常と異なるため、事前に市民課へ連絡をお願いします。
※�平日午前 8時 30 分～午後 4時 30 分、祝日を除く土曜日午前 8時 30 分～午後 4時
（正午～午後 1時を除く）に受け付け。

○代理人による申請はできません。
○�申請者が 15 歳未満または成年被後見人の場合、本人と一緒に法定代
理人が同行してください（法定代理人も本人確認書類を持参）。
○�書類が揃えられない、本人限定受取（特例型）郵便で受け取りができ
ないなどの理由により、この方法で申請できない場合がございます。
申請前に市ホームページまたは市民課へご確認ください。
※平日午前 9時～午後 4時（正午～午後 1時を除く）のみ受け付け。

申請者が地方公共団体情報システム機構（以下
J-LIS）に申請し、市役所でマイナンバーカード
を受け取る方法

申請者が市民課窓口で申請し、本人限定
受取（特例型）郵便でマイナンバーカー
ドを受け取る方法

④カードを
送 付（ 本
人限定受
取郵便）② ③

●必要書類など　申請用の写真（縦4.5㌢×横3.5㌢で6か月以内に撮影し
たもの。正面・無帽・無背景）、通知カード（回収します）、本人確認書類（運
転免許証・パスポートなど）、住民基本台帳カード（お持ちの方のみ・回
収します）、印鑑
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マイナンバーカードの交付申請手続きの流れ

夏休み親子講座①   えっ、本当？ おやつの甘さと色の秘密

夏休み親子講座②     親子で学ぶおこづかい教室

　食べ物の見栄えを良くするた
めに使われる着色料には、天然
成分のものと合成成分の着色料
があります。実験をしてどのよ
うな着色料が使われているか、
調べてみましょう。
対象　小学1～6年生の児童と
その保護者、小学4年生以上は
子どもだけの参加も可。先着24
人（12組）
日時　８月16日㈭午前10時～正午

場所　消費生活センター
講師　消費生活相談センター主
任相談員　太田しげ子氏
※保育あり（6か月から未就学
児、先着８人。７月18日～８月
6日の平日午前９時～午後５時
に下記へ事前申込み）。
申込み・問合せ　７月18日～８
月13日の平日午前９時～午後５
時に、電話で消費生活センター
☎042・495・6211へ

　①定められた条件を満たす耐震
・バリアフリー・熱損失防止（省
エネ）改修を行った家屋について
は、施工完了日から３か月以内の
申告により、翌年度の当該家屋に
係る固定資産税額が減額されます

（期間内に申告ができなかったこ
とについて、特段の事情があると
認められる場合はこの限りではあ
りません）。
　なお、耐震改修または熱損失
防止（省エネ）改修が、長期優良
住宅の認定を受けて改修された
場合は、減額割合が拡充されて
います。
◆耐震改修＝昭和57年1月1日以
前から所在する住宅で、平成18年
1月1日から平成32年３月31日ま
での間に建築基準法に基づく現行
の耐震基準に適合するよう改修工
事を施し、一定の要件に該当する
場合
◆バリアフリー改修＝新築された
日から10年以上経過した住宅（平
成32年３月31日までに工事を完了
した場合で、期間内に申告ができ
なかったことについて特段の事情

があると認められるときは平成20
年1月1日以前から所在する住
宅）で、平成20年4月1日から平
成32年３月31日までの間にバリア
フリー改修工事を施し、一定の要
件に該当する場合
◆省エネ改修＝平成20年1月1日
以前から所在する住宅で、平成20
年4月1日から平成32年３月31日
までの間に省エネ改修工事を施
し、一定の要件に該当する場合
　②要安全確認計画記載建築物等
の耐震改修家屋の減額=建築物の
耐震改修の促進に関する法律に規
定する要安全確認計画記載建築物
または要緊急安全確認大規模建築
物について、政府の補助を受けて、
平成26年4月1日から平成32年３
月31日までの間に建築基準法に基
づく現行の耐震基準に適合させる
よう改修工事を行った場合、施工
完了日から３か月以内の申告によ
り、翌年度から2年間、当該家屋
に係る固定資産税額が減額されま
す。
問合せ　課税課固定資産税係☎
042・497・2042

　親子で車形の貯金箱を作り、
お金に関するクイズにもチャレ
ンジ！ お金の大切さや上手な
使い方などを、楽しく学びまし
ょう。
対象　小学1～３年生の児童と
その保護者。先着24人（12組）
日時　８月25日㈯午前10時～正
午
場所　消費生活センター
講師　東京都金融広報委員会 
金融広報アドバイザー　土生恵

子氏
持ち物　筆記用具・貯金箱に色
を塗るカラフルペン・マジック
・持ち帰り用の袋
※保育あり（6か月から未就学
児、先着８人。７月18日～８月
16日の平日午前９時～午後５時
に下記へ事前申込み）。
申込み・問合せ　７月18日～８
月20日の平日午前９時～午後５
時に、電話で消費生活センター
☎042・495・6211へ

平 成 3 0 年 度 消 費 生 活 講 座 耐震・バリアフリー・熱損失防止（省エネ）改修減額

必要書類などの不足により受け付けができず、再度ご来庁いただくケースが多く見られます。ご不明な点や本人確認書類の詳細につきまし
ては、市ホームページをご覧いただくか、市民課までお問い合わせください。


